
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
四
号

二
〇
〇
〇
年
三
月

長
野
県
小
布
施
町
小
山
洋
史
家
文
書

解
説

多
和
田

雅

保

調
査
の
経
緯

一
九
九
八
年
九
月
か
ら

一
九
九
九
年
九
月
に
か
け
て
、
執
筆
者
ほ
か
東
京
大
学

大
学
院
日
本
史
学
研
究
室
の
大
学
院
生
が
中
心
と
な

っ
て
、
長
野
県
上
高
井
郡
小

こ

や
ま

ひ
ろ
ふ
み

布
施
町
小
山
洋
史
家
文
書
の
調
査
、
整
理
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
同
家
の
史
料

に
つ
い
て
は
、
長
野
県
史
編
纂
室
、
小
布
施
町
教
育
委
員
会
な
ど
が

一
部
に
つ
い

て
調
査
を
行

っ
た
に
過
ぎ
ず
、
史
料
群
の
構
造
全
体
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
調
査
は

今
回
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
小
布
施
町
と
小
山
家
に
関
す
る
従
来

の
史
料
調
査
の
経
緯
に

つ
い
て
大
ま
か
に
述

べ
、
次
に
小
山
家
文
書
に
つ
い
て
、

今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な

っ
た
点
を
概
括
す
る
。

(
1
)

現
在
の
小
布
施
町
の
申
心
地
は
近
世
の
信
濃
国
高
井
郡
小
布
施
村
で
あ
る
。
小

布
施
村
は
更
に
い
く

つ
か
の
組
に
わ
か
れ
て

い
た
が
、
そ
の
中
心
は

「町
組
」
と

呼
ば
れ
、
南
北
に
伸
び
る
谷
街
道
の
両
側
に
町
場
を
形
成
し
て
い
た
。
町
場
は
北

か
ら
下
町

(下
中
町
と
も

い
う
、
後
に
伊
勢
町
と
呼
ば
れ
る
)
、
中
町
、
上
町
に

わ
か
れ
、
上
町
と
中
町
の
境
か
ら
西
に
伸
び

る
谷
脇
街
道
の
両
側
に
横
町
が
展
開

し
て
い
た
。
な
お
今
回
の
調
査
対
象
で
あ
る
小
山
洋
史
家
は
伊
勢
町
東
側
に
近
世

当
時
か
ら
居
宅
を
構
え
て
い
る
。
近
世
初
頭
、
小
布
施
村
は
す
べ
て
松
代
藩
領
で

あ

っ
た
が
、
元
和
五

(
一
六

一
九
)
年
、
大
部
分
の
地
が
配
流
さ
れ
て
き
た
福
島

正
則
領
と
な
り
、
同
分
は
寛
永
元

(
一
六
二
四
)
年
幕
領
、
寛
文
元

(
一
六
六

一
)
年
甲
府
藩
領
、
元
禄

一
四

(
一
七
〇

一
)
年
幕
領
、
文
政
四

(
一
八
二
一
）

年
か
ら
の

一
時
期
と
、
弘
化
元

(
一
八
四
四
)
年
以
降
は
松
代
藩
預
地
と
な

っ
た
。

ま
た
元
禄

一
四
年
か
ら
正
徳
元

(
一
七

一
一
)
年
ま
で
幕
府
代
官
に
よ

っ
て
小
布

施
陣
屋
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
問
、
村
高
は
附
表
の
よ
う
な
変
遷
を
辿

っ
て
い

る
。
宝
暦

一
〇

(
一
七
六
〇
)
年
の
村
差
出
写
に
よ
る
と
、
軒
数
は
、
家
数
一三

三
軒
、
寺
堂
山
伏

一
七
軒
、
人
口
は

一
四
〇
九
入
の
う
ち
男
六
二
八

・
女
七
八

一

人
、
ほ
か
に
僧

一
七
人
、
山
伏
五
人
で
あ

っ
た
。
更
科

・
埴
科

・
高
井

・
水
内
四

郡
か
ら
構
成
さ
れ
る
近
世
の
北
信
地
方
は
、
長
野
盆
地

・
飯
山
盆
地
を
中
心
に
し

た
、
周
囲
を
山
地
に
囲
ま
れ
た
地
方
で
あ
り
、
両
盆
地
に
は
松
代

・
善
光
寺

・
須

坂

・
中
野

・
飯
山
な
ど
様
々
な
性
格
の
都
市
が
存
在
し
た
。
小
布
施
村
町
組
は
こ

れ
ら
に
比
べ
れ
ば
規
模
は
小
さ
い
が
、
須
坂
と
中
野
を
結
ぶ
谷
街
道
に
沿

っ
て
お
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附表 小布施村の村高変遷表

慶長7(1602)年

『信濃国川中島四郡検地打立之帳』

503.840石

正保4(1647)年

『正保御書上』真 田家御事蹟稿
636.080石

元禄15(1702)年

『信濃国郷帳』
639.225石

天保5(1834)年

『信濃国郷帳』
904.604石

*『 長野県 史』近世 史料編第8巻 の2、 「高井郡 郷村変遷」 を参照 した。

*正 保以降は全ての給分を合計 した村 高になっている。

附図 小山家の略系図

某

享保3年2月17日 没

某

明和3年7月20日 没

久四郎① 一

天明5年12月19日 没56歳

紋左衛門(十 八屋)

文政8年3月1日 没90歳

平左衛門②

天保2年10月17日 没73歳

平左衛門③

万延元年6月16日 没68歳

熊之助④

明治9年3月24日 没43歳

良太郎(後 岩治郎)⑥

大正11年3月10日 没65歳

岩治郎⑤

明治28年2月25日 没58歳

周三⑦(小 山洋史氏祖父)

昭和15年8月5日 没49歳

*土 屋寅 之助氏作 成小 山家系 図を参照 し、必要 なところだけ引用 した。

*人 名 のあ との番号 は小 山洋 史家(穀 屋)に おける当主 の順番 を示す。
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り
、
近
世
初
頭
か
ら
六
斎
市
が
立
て
ら
れ
る
な
ど
商
業
の
中
心
と
し
て
賑
わ
い
を

み
せ
、
ま
た
近
世
後
期
に
は
須
坂
の
田
中
家
、
中
野
の
山
田
家
と
な
ら
ん
で
北
信

地
方
を
代
表
す
る
豪
商
の
高
井
家
が
活
躍
す
る
場
と
も
な

っ
た
。
そ
の
た
め
小
布

施
村
は
近
世
の
北
信
地
方
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
上
で
大
変
重
要
な
村
落
と
い
え

る
が
、
で
は
そ
の
研
究
は
今
ま
で
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
布
施
村
の
歴
史
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
『上
高
井
郡
誌
』

(上
高
井
郡
教
育

会
編
、

一
九

一
四
年
、
明
治
文
献
か
ら

一
九
七
四
年
復
刊
)
や

『長
野
県
上
高
井

誌
』
(上
高
井
誌
編
纂
会
編
、
一
九
六
〇
年
)
、
『小
布
施
町
史
』

(小
布
施
町
史
刊

行
会
発
行
、
一
九
七
五
年
)
を
中
心
と
す
る
多
数
の
書
物
に
よ

っ
て
詳
し
く
研
究

が
な
さ
れ
、
そ
の
ほ
か

『長
野
県
史
』
近
世
史
料
編
第
八
巻

(
一
、
二
)

(
一
九

七
五
～
七
六
年
)
な
ど
史
料
の
翻
刻
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
豊
富
な
研
究
蓄
積
を
持

つ
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
な
か
に
は
今
回
の
調
査
の
よ
う
に
特
定
の
家
に

つ
い
て
包
括
的
に
所
蔵
史
料

の
構
造
を
捉
え

、
検
討
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な

い
と

い
え
る
。
そ
こ
で
小
布
施
村
や
小
山
家
に
関
す
る
史
料
調
査
の
経
緯
を
確
認
し
て

み
る
と
、
小
布
施
村
に
つ
い
て
は
、
右
記

の
自
治
体
史
編
纂
に
伴

っ
て
、
長
野
県

史
編
纂
委
員
会
、
小
布
施
町
史
刊
行
会
と
も
多
く
の
家
に

つ
い
て
史
料
調
査
を

行

っ
て
お
り
、
小
山
洋
史
家
は
い
ず
れ
の
場
合
も
調
査
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し

小
山
家
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
調
査
自
体
、
同
家
文
書

の
う
ち
、
ご
く

一

部
の
史
料
を
摘
出
す
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
家

の
性
格
を
考
え

る
上
で
は
甚
だ
不
十
分
で
あ

っ
た
と
い
え

る
。
小
布
施
村
の
他
の
家
々
に
つ
い
て

も
同
様
の
調
査
方
法
が
採
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
述
す

る
と
お
り
、
小
山
家
は
そ
の
後
も
小
布
施
町
教
育
委
員
会
が
史
料
調
査
に
入
る
な

ど
、
幾
度
か
調
査

の
手
を
経
て
い
る
が
、
や
は
り
調
査
は
十
分
に
は
な
さ
れ
な

か
っ
た
。

小
山
家
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究

そ
れ
で
は
小
山
洋
史
家
に
つ
い
て
は
従
来
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
項
目
別
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

家
系

一
九
八
八
年
に
郷
土
史
家
で
あ
る
土
屋
寅
之
助
氏
が
小
山
家

一
族
の
過
去

帳
な
ど
を
使

っ
て
同
家
の
家
系
を
分
析
し
て
い
る
。
土
屋
氏
自
身
も
小
山
家
文
書

を
全
面
的
に
検
討
し
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
研
究
は
後
述
す
る
よ
う
に
若
干
の
訂

正
、
補
足
の
余
地
を
残
す
が
、
現
時
点
で
小
山
家
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
も

っ

と
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
土
屋
氏
が
作
成
し
た
家
系
図
の
中
か
ら
必
要

分
だ
け
抜
き
出
し
て
、
附
図
と
し
て
示
し
、
次
に
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
書

き
出
し
て
お
き
た
い
。

小
山
洋
史
家

の
初
代
は

一
八
世
紀
中
頃

の
小
山
久
四
郎
と

い
う
人
物
で
あ
る
。

小
山
氏

一
族

の
墓
石
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

一
族

の
中
で
も

一
番
古

い
と
さ
れ
る

墓
石
の
形
は
須
坂
方
面
に
多

い
も

の
で
あ
り
、
小
山
氏

の
先
祖
は
今
か
ら
三
〇
〇

年
ほ
ど
前
に
須
坂
方
面
か
ら
来
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
小
山
本
家
は
小
山
洋
史

家
と
谷
街
道
を
挟
ん
だ
向

い
側

(伊
勢
町
西
側
)
に
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
が
、

初
代
久
四
郎
は
本
来
兄
と
し
て
本
家

の
家
督
を
相
続
す
べ
き
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、

故
あ

っ
て
本
家

(十
八
屋
)
を
弟
で
あ
る
紋
左
衛
門
に
譲
り
、
伊
勢
町
東
側
、
現

在
の
地
に
居
宅
を
構
え
る
に
至

っ
た
。
天
明
四

(
一
七
八
四
)
年
に
二
代
目
で
あ

る
平
左
衛
門
が
商
売
を
始
め
た
が
、
翌
五
年
に
父
久
四
郎
が
な
く
な
り
、
以
後
叔

父
に
当
た
る
紋
左
衛
門
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
商
売
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
後
系
図

に
あ
る
よ
う
に
当
主
が
移
り
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
以
上
が
こ
れ
ま
で
土
屋
氏
に
よ

り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
り
、
本
調
査
で
は
そ
の
結
果
を
否
定
す
る
史
料

は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
現
時
点
で
は
概
ね
正
し
い
も
の
と
み
て
お
く
。

芸
術

・
文
化

幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
の
小
山
洋
史
家
は
、
高
井
鴻
山

・
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佐
久
間
象
山
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
人
ら
と
交
友
関
係
を
結
び
、
芸
術
活
動
に
も

高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
同
家
の
研
究
に
つ
い
て
も

っ
と
も
盛

ん
な
の
は
こ
の
分
野
に
つ
い
て
で
あ
り
、
久
保
田

一
洋
氏
、
畔
上
柊
子
氏
ら
に
よ

(
2

)

る
文
章
が
い
く

つ
か
存
在
す
る
が
、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後

も
更
に
研
究
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。

政
治

・
経
営

政
治
に
つ
い
て
は

『上
高
井
郡
誌
』
、
『小
布
施
町
史
』
が
わ
ず
か

に
小
山
家
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
同
家
五
代
目
に
あ
た
る

小
山
岩
治
郎
が
明
治

一
二

(
一
八
七
九
)
年
よ
り
小
布
施
村
戸
長
に
就
任
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、

い
つ
ま
で
戸
長
の
任
に
あ

っ
た
の
か
は
記
載
が
な
い
。

ま
た
経
営
に

つ
い
て
は
、
小
山
家
の
当
主
は
代
々

「穀
屋
」
と

い
う
屋
号
を
名

乗

っ
て
お
り
、
穀
物
の
売
買
を
中
心
に
経
営
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
今
回
の
史
料
調
査
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
詳
し
い
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
だ

け
の
材
料
が
揃

っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
研
究
さ
れ
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。

以
上
、
小
山
家
に
つ
い
て
の
研
究
は
芸
術

・
文
化
に
関
す
る
も
の
を
中
心
に
、

家
系
に
つ
い
て
の
分
析
な
ど
、
こ
れ
ま

で
に
も

い
く

つ
か
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
も
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
ま
た
小
山
家
の
政
治
と
の
関
わ
り
方
、

経
営
の
実
態
に
つ
い
て
は
全
く
分
析
の
手
を

つ
け
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か

と
な

っ
た
。
最
後
に

一
九
九
八
年
九
月

、
第

一
回
史
料
調
査
の
際
に
小
山
洋
史
氏

か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行

っ
た
結
果
の

一
部
を
こ
こ
に
記
し
て
、
我
々
が
ど
の
よ

う
な
情
報
を
獲
得
し
た
上
で
史
料
調
査

に
臨
ん
だ
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

聞
き
取
り
調
査
の
成
果

小
山
家

で
は
現
在
味
噌

の
醸
造
を
小
山
氏
が
自
ら
行

い
、

表
通

(旧
谷
街
道
)
の
店
舗
で
小
売
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
昔
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
。
最
初
に
味
噌
醸
造

・
小
売
を
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

但
し
小
山
家
に
は
明
治
時
代
の
樽
が
残

っ
て
お
り
、
そ
の
頃
に
は
味
噌
を
造

っ
て

い
た
こ
と
、
恐
ら
く
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

て
の
時
期
に
味
噌
を
売
る
よ
う

に

な

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
昔
の
小
山
家
は
多
く
の
人
を
雇

っ
て
い
た
と

い
う
言

い
伝
え
が
あ
り
、
そ
の
醸
造
量
は
大
量
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料

整
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
行

っ
た
こ
と
は
な

い
が
、
小
布
施
町
の

教
育
委
員
会
が
二
〇
年
ほ
ど
前
に
調
査
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
文
書
は
土

蔵
の
中
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
今
の
店
舗
は
昭
和
三
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
、

昭
和
六
二
年
ぐ
ら
い
に
改
装
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
も
古

い
小
売
店
舗
が
存

在
し
た
が
、
そ
の
横
の
現
在
駐
車
場
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
か
つ
て
更
に
古
い

建
物
が
あ

っ
て
、
五
〇
～
六
〇
年
ほ
ど
前
に
火
事
で
焼
け
た
と

い
う
こ
と
を
聞

い

て
い
る
。
ま
た
小
布
施
村
で
は
明
治
初
期
に
大
火
が
発
生
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
小
山
家
も
か
な
り
の
被
害
を
蒙

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
山
家
文
書
の
概
要

今
回
小
山
家
に
お
い
て
調
査
し
た
史
料
は
、
聞
き
取
り
調
査
の
際
の
お
話
に
言

(
3

)

及
さ
れ
た
土
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
近
世
史
料
に
つ
い

て
い
え
ば
、
現
在
の
残
り
方
か
ら
考
え
て
、
右
の
お
話
に
あ

っ
た
火
事
や
災
害
に

よ

っ
て
消
滅
し
た
も
の
が
か
つ
て
多
く
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
現
存
す
る
近
世

文
書
は
ほ
ん
の
一
部
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
が
調
査
し
た
文
書
は
全
体
と
し
て

は
近
世
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
あ
た
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
よ
う
な
災
害

を
く
ぐ
り
ぬ
け
な
が
ら
、
時
代
を
下
る
ご
と
に
新
た
な
内
容
が
付
け
加
え
ら
れ
て

今
に
伝
わ

っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
小
山
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
類
の

う
ち
ど
こ
ま
で
を
調
査
対
象
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
小
山
洋
史
氏
に
お
ま
か
せ

し
て
、
そ
の
保
管
場
所
か
ら
調
査
作
業
場
所

へ
の
運
び
出
し
に
つ
い
て
は
小
山
氏

の
側
で
行
わ
れ
た
。
な
お
史
料
調
査
に
際
し
て
、
小
山
家
に
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
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る
絵
画
史
料
や
そ
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
の
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う

問
題
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
量
も
多
く
、
ま
た
先
ほ
ど
の

「芸
術

・
文
化
」
の
項

目
で
述
べ
た
諸
研
究
に
利
用
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
小
山
家
文
書
を
包
括
的

に
捉
え
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
史
料
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
検
討
を
行

う
べ
き
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
文
献
史
学
と
は
異
な

っ
た
高
度
な
専
門
性

を
要
求
さ
れ
る
た
め
、
今
回
は
調
査
を
保
留

し
、
そ
れ
ら
と
は
無
関
係
と
考
え
ら

れ
る
文
献
史
料
を
中
心
と
し
て
調
査
を
行

っ
た
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
今
回
の
調

査
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全
体
の
所
在
が
確
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
当

然
な
が
ら
現
在
の
小
山
家
に
関
わ
る
現
用
資
料
は
含
ま
れ
ず
、
時
期
の
下
限
は
昭

和

一
〇
年
代
ま
で
と
な
っ
た
。

小
山
家
文
書
は
い
く

つ
か
の
木
箱
、
行
李

、
紙
箱
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
な
ど
に
分

け
て
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
紙
箱
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
入

っ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
史
料
を
収
め
た
の
は
小
山
氏
ご
本
人
で
あ
る
が
、
容
器
の
形
態
を
問
わ

ず
、
内
部
の
史
料
組
織
は
い
ず
れ
も
解
体
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
の
形
で
納

め
ら
れ
て
い
た
。
小
山
洋
史
氏
以
前
に
こ
れ
ら
の
史
料
が
整
理
さ
れ
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
記
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
小
山
氏
ご
自
身
は
今
か
ら
二
五
年

ほ
ど
前
、
ご
当
主
と
な
ら
れ
た
直
後
の
時
期
に
、

一
度
こ
れ
ら
の
史
料
の
整
理
を

試
み
て
お
り
、
今
回
の
調
査
で
は
そ
の
時
の
作
業
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
前

述
の
と
お
り
小
山
家
文
書
に
は
自
治
体
史
編
纂
機
関
な
ど
の
調
査
の
手
が
幾
度
か

加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
痕
跡
も

一
部

に
は
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
い
ず
れ

も
整
理

・
調
査
対
象
は
史
料
全
体
か
ら
み
れ
ば
あ
く
ま
で
も

一
部
で
あ
り
、
史
料

作
成
当
時
の
ま
と
ま
り
を
今
に
至
る
ま
で
色
濃
く
残
す
史
料
単
位
、
組
織
が
多
く

認
め
ら
れ
、
我
々
の
側
に
史
料
構
造
の
原
秩
序
を
推
測
す
る
手
立
て
は
い
く
ら
か

残
さ
れ
て
い
た
。

我
々
は
個
々
の
容
器
ご
と
に
A
か
ら
順
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振

っ
て
史
料
単

位
と
し
、
各
々
の
内
部
に
つ
い
て
取
上
げ
作
業
を
行
い
、
数
字
を
振
り
な
が
ら
史

料
組
織
以
下
の
史
料
番
号
を
対
応
さ
せ
、
史
料
単
位
や
組
織
の
様
子
に
つ
い
て
記

録
を
行

っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
経
て
、
個
々
の
史
料
に
つ
い
て
目
録
を
作
成
し
、

必
要
分
に
つ
い
て
は
撮
影
を
行

っ
た
。
調
査
の
結
果
、
史
料
単
位
は
全
部
で
A
か

ら

V
ま
で
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
単
位
は
史
料
目
録
作
成
の
前
に
名
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
単
位
の
順
番
と
史
料
の
内
容
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
目
録
作
成

ま
で
終
了
し
た
今
、
単
位
ご
と
に
史
料
の
内
容
を
検
討
し
て
、
小
山
家
文
書
全
体

の
概
要
と
伝
来
過
程
を
考
え
て
み
た

い
。
以
下
A
か
ら
順
に
検
討
す
る
。
な
お
括

弧
内
の
数
字
は
史
料
組
織
以
下
の
史
料
番
号
を
表
し
、
史
料
の
数
が
多

い
も
の
に

関
し
て
は
番
号
提
示
を
省
略
し
た
。

A
を
収
納
す
る
容
器
は
上
下
二
段
組
の
木
箱
で
あ
り
、
上
段
に
史
料
組
織

一
か

ら
三

(い
ず
れ
も
封
筒
入
)、
下
段
に
四
か
ら
九

(
い
ず
れ
も
包
紙
入
)
が
収
め

ら
れ
て
い
た
。
上
段
の
史
料
は
小
山
洋
史
氏
の
代
に
な

っ
て
か
ら
新
た
に
封
筒
詰

め
さ
れ
た
の
に
対
し
、
下
段

の
も
の
は
史
料
作
成
の
時
点
で
包
紙
に
入
れ
ら
れ
、

そ
の
ま
ま
の
姿
で
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち

一
に

つ
い
て
、
総
点
数
五

一
点
の
う
ち
、
年
代
の
確
定
で
き
る
も
の
は
五
点
で
あ
り
、

明
治

一
二
年
か
ら
二
〇
年
に
時
期
が
ま
た
が
る
。
史
料
の
形
式
は
様
々
で
あ
る
が
、

内
容
的
に
は
穀
物
売
買
に
関
す
る
も
の

(送
り
状
、
売
渡
証
文
な
ど
)、
蚕
種
製

造
に
関
す
る
も
の

(覚
書
な
ど
)
な
ど
、
小
山
家
の
経
済
活
動
に
関
す
る
史
料
が

多
く
、
そ
れ
ら
の
時
期
は
年
代
確
定
分
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
二
、
三
に
つ
い
て
は
詳
細
は
略
す
が
、
二
に
つ
い
て
は
年
代
は
判
明

す
る
分
で
明
治

一
四
年
か
ら
二
七
年
、
三
に
つ
い
て
は
明
治
二
〇
年
代
の
史
料
を

中
心
と
し
な
が
ら
も
、
明
治

一
〇
年
以
前
の
も
の
、
近
世
の
も
の
も
若
干
混
じ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
は

一
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
金
銭
貸
借
に
関
す
る
史
料
も
混
在
す

る
。
以
上
か
ら
、

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
は
大
ま
か
に
み
れ
ば
同
じ
性
格
の
も
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の
と
み
て
差
し
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

下
段
に
移
る
と
、
四
は
薬
袋
を
紙
で
包
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
五
か
ら
九
は
各

々
の
史
料
組
織
が
い
ず
れ
も

「辰
兵
衛
殿
無
尽

証
文
分
」
な
ど
と
書
か
れ
た
包
紙
に

一
括
さ
れ
て
お
り
、
人
ご
と
に
無
尽
関
係
金

銭
借
用
証
な
ど
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ

る
。
時
期
は
慶
応
年
間
か
ら
明
治

一
五
年

ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
同

一
の
無
尽
講
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
A
に
お
い
て
も
上
段
と
下
段
と
で
は
史
料

の
構
造
に
性
格

の
違

い
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
下
段

は
当
初
か
ら
収
納
さ
れ
た
ま
ま
、
現
在
に

至

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

B
は
反
故
紙
で
表
装
さ
れ
た
行
李
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
B
に
は
小
山
洋
史
氏

が
概
要
を
調
査
し
た
記
録
が
あ
る
が

(「昭
和
五
十

一
年
調
個
人
の
物
」
と
書

い

た
メ
モ
を
収
納
)
、
括
り
紐
な
ど
で

一
括
さ
れ
た
個

々
の
史
料
組
織

の
内
部
ま
で

は
整
理
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
B
に
お
け
る
史
料

の
作
成
年
代
は
近
世
、
明
治
に

ま
た
が
り
、
近
世
は
享
和
か
ら
慶
応
、
明
治
期
は
三
〇
年
ま
で
ま
ん
べ
ん
な
く
史

料
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
享
和
四

(
一
八
〇
四
)
年

「白
米
通
帳
」

(三
八
)

は
穀
屋
平
左
衛
門
か
ら
金
毘
羅
宮

の

「
世
話
方
中
」
に
宛

て
た
も

の
で
あ
り
、
C

で
述
べ
る
金
毘
羅
宮
普
請
に
関
す
る
史
料

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
に

は
金
銭
受
取
証
や
穀
物
売
買

の
領
収
証
を
中
心
に
、
小
山
家

の
経
営
に
関
す
る
史

料
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

C
は
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
年
代
が
確
認
で
き
る
史
料
に
つ
い
て
は
す
べ

て
近
世
の
も

の
で
あ
り
、
確
認
で
き
な

い
も
の
に
つ
い
て
も
内
容
か
ら
近
世
の
も

の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
木
箱

の
最
上
部
に
、
昭
和
六
〇
年
に
小
布
施
町
教
育

委
員
会
が
小
山
家
文
書
を
調
査
に
訪
れ
た
時
の
史
料
借
用
証

(二
)
が
入

っ
て
お

り
、
そ
の
下
の
封
筒

(三
)
に
寛
保
四

(
一
七
四
四
)
年
二
月
付

の
、
隣
村
六
川

村
と
小
布
施
村
と
の
間
で
出
作
を
巡

っ
て
起
こ

っ
た
争
論
に
対
す
る
裁
許
請
状

の

写
し

(前
欠
)
や
小
山
家
が
他
領
の
穀
商
と
の
間
で
起
こ
し
た
出
入
の
訴
状
な
ど

の
近
世
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
三
の
封
筒
ウ
ハ
書
か
ら
は
、
こ
れ
ら

の
史
料

が
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査

の
際
に
特
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、

史
料

の
内
容
が
当
時

の
小
山
家

の
状
況
を
表
す
点

で
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、

こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
小
山
家
文
書

の
中
か
ら
特
に
選
り
す
ぐ
ら
れ
て
取
り
出
さ
れ

た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外

の
C
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
享
和

三

(
一
八
〇
三
)
年
か
ら
文
化
二

(
一
八
〇
五
)
年
に
か
け
て
の
金
毘
羅
宮
再
建

講
関
係
史
料
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
文
政
五

(
一
八
二
二
)
年

の
諏
訪
宮

普
請
関
係
史
料

(六
、
七
、
一
三
)
や
寛
政
元

(
一
七
八
九
)
年

の
天
神
宮
御
殿

再
建
奉
加
帳

(
一
九
)
な
ど
、
若
干
他

の
神
社
再
建
講
に
関
す
る
史
料
が
混
在
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
の

一
方

で
、
後
述
す
る
天
保
元

(
一
八
三
〇
)
年

「寅
極
月

書
出
」

(七
三
)
や
文
政
四
年

「判
取
」
(
一
二
九
)
の
よ
う
に
、
小
山
家

の
経
営

自
体
に
関
わ
る
史
料
も
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
C
を
収
め
た
木
箱
に
は
次

の
よ
う
な
墨
書
が
確
認
さ
れ
る
。

(蓋
表
)
「金
毘
羅
宮
再
建
立
講
諸
帳
入
」

(蓋
裏
)
「建
立
講
人
数
付
附
奉
加
附
帳

弐
冊

同

名
寄
帳

壱
冊

同
会
毎
講
金
取
立
帳

壱
冊

同
閲
当
名
前
帳

壱
冊

所
々
奉
加
帳
立
合

」

(箱
底
)
「享
和
三
癸
亥
年
正
月
起
」

ま
た
箱
底

の
裏
に
は
、
「世
話
人
」
と
し
て
伊
勢
、
中
、
横
、
上
、
裏
五
町
か
ら

三
人
ず
つ
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
、
更
に

「会
所
」
と
い
う
肩
書
を
持

っ
た
人
名
が

一
名
書
か
れ
て
い
た
。
但
し
そ
の
な
か
に
小
山
家
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
人
名

は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
以
上
か
ら
、
こ
の
箱
は
も
と
も
と
享
和
三
年
、

金
毘
羅
宮
再
建
に
際
し
て
講
が
設
立
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
運
営
帳
簿
を
入
れ
る
た
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め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
C
に
は
こ
れ
に
関
連
す
る
史

料
が
多
く
含
ま
れ
、
蓋
裏
に
記
載
さ
れ
た
帳
簿
に
関
し
て
は
人
数
名
寄
帳
が
確
認

さ
れ
る

(
一
二
)
こ
と
か
ら
、
C
に
関
し
て
は
箱
と
内
容
物
が
対
応
し
て
い
る
と

い
え
る
。
金
毘
羅
宮
は
小
山
家
か
ら
谷
街
道
を
隔
て
た
伊
勢
町
西
側
に
あ
り
、
近

世
の
小
山
家
が
深
い
関
わ
り
を
も

っ
た
神
社

で
あ
る
。
以
上
か
ら
こ
の
箱
は
当
初
、

金
毘
羅
宮
再
建
に
関
す
る
帳
簿
類
を
保
管
す

る
た
め
に
作
成
さ
れ
、
再
建
講
の
運

営
に
役
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
や
が
て
そ
れ
以
外
の
神
社
普
請
を
め
ぐ
る
講
の

史
料
も
な
ん
ら
か
の
き

っ
か
け
に
よ
っ
て
収
納
さ
れ
る
に
至

っ
た
、
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
史
料
が
小
山
家
に
伝
わ

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
「世
話

人
」
の
よ
う
な
形
で
あ
る
な
し
は
別
に
し
て
、
様
々
な
講
の
運
営
に
小
山
家
が
関

係
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
時
に
小
山
家
の
経
営
に

関
す
る
史
料
の
年
代
も
あ
わ
せ
て
確
認
す
る
と
、
文
政
期
を
中
心
に
両
者
が
入
り

混
じ
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
金
毘
羅
宮
再
建
講
を
は
じ
め
と
し
た
講
関
係
史
料
が

入
れ
ら
れ
て
い
た
木
箱
に
、
後
に
な

っ
て
小
山
家
経
営
関
係
史
料
が
混
入
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
後
者
に
つ
い
て
は

(小
山
家
文
書
全
体
を
通
じ
て
い
え
る

が
)
系
統
だ

っ
た
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
近
世
期
の
史
料
を
無
秩
序
に

ま
と
め
て
収
納
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
収
納

の
時
期
は
史
料
の
年
代
未
確
定
な
も

の
が
多

い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
初
年
を
大
き
く
下
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

て
お
く
。

D
は
行
李
の
中
に
状
も
の
、
冊
も
の
な
ど
四
二
点
の
史
料
細
胞
が
収
め
ら
れ
た

構
造
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
年
代
不
明
だ
が
、
う
ち

=
ご
点
に
関
し

て
は
享
和
三
年
か
ら
慶
応
四

(
一
八
六
八
)
年
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
も
す
べ
て
近
世
史
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
D
収
納
の
時
期
も
明
治
初
年
を
下

る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
小
山
家
が
関
わ

っ
た
頼
母
子
講
関
係

な
ど
公
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
籾
代
金
書
付
な
ど
家
の
経
営
に
関
わ
る
も
の
も
あ

る
。
ま
た
書
籍
や
手
習
本
な
ど
も
含
ま
れ
、
内
容
は
多
様
で
あ
る
。

E
は
木
箱
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
容
器
内
に
三
点
の
史
料
細
胞
と
、
い
ず
れ
も

封
筒
や
包
紙
な
ど
に
史
料
を

一
括
し
た
九

つ
の
史
料
組
織
が
確
認
さ
れ
た
。
年
代

は
判
明
す
る
分
で
天
明
七

(
一
七
八
七
)
年
の

「御
年
貢
通
」

(
一
一
)
が
抜
き

ん
出
て
古
く
、
後
は
天
保
一
三

年
か
ら
明
治
二
六
年
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
穀

物
売
買
に
関
す
る
注
文
書
や
仕
切
書
、
金
銭
借
用
証
な
ど
小
山
家
の
経
営
に
関
す

る
も
の
が
多

い
。

F
は
木
箱
に
収
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
組
織
三
、
四
は
共
に
封
筒
に
高

井
鴻
山
か
ら
小
山
熊
之
助
、
岩
治
郎
宛
の
複
数
の
書
簡
を
入
れ
た
も
の
。
同
じ
く

七
～

一
一
は
柴
田
是
真
や
大
槻
盤
渓
と
、
い
ず
れ
も
当
時
の
江
戸
、
東
京
を
代
表

す
る
文
化
人
か
ら
小
山
岩
治
郎
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
を
封
筒
に
収
め
た
も
の
な
ど

で
あ
る
。

F
を
収
め
る
木
箱
の
底
に
は

「文
政
二
己
卯
十
二
月
吉
辰
大
工
上
町
長

兵
衛
」
と
墨
書
が
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
時
に
木
箱
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
だ
が
、
内
容
物
と
年
代
が
ず
れ
て
お
り
、
当
初
は
別
の
目
的
で
作
ら
れ
た
箱
が

後
に
書
状
を
入
れ
る
た
め
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

G
は
木
箱
に
収
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
封
筒
入
の
状
も
の
が
多
い
。
年
代
は

判
明
す
る
分
で
明
治

一
五
年
と
、
同
二
七
年
か
ら
三
三
年
に
至
る
時
期
の
も
の
を

中
心
と
す
る
が
、
昭
和

一
四
年
の
領
収
書
類
や
近
世
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
紀
行

文
な
ど
も
含
む
。
漢
詩
文
と
婚
礼
関
係
の
史
料
が
多
く
、
全
体
的
に
小
山
家
の
家

の
問
題
に
関
す
る
史
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
G
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
収

納
す
る
木
箱
の
蓋
裏
に

「天
保
七
丙
申
歳
正
月
吉
祥
日
小
布
施
組
仲
間
」
と
の
墨

書
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
史
料
T
l

一

「諸
相
場
控
帳
」
が
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
は
小
布
施
村
の
穀
屋
た
ち
が
作
成
し
た
穀
相
場

な
ど
を
記
し
た
記
録

(竪
冊
)
で
あ
り
、
表
紙
に
年
代
と
し
て

「天
保
七
年
正
月

吉
日
」
、
裏
表
紙
に

「小
布
施
組
穀
屋
行
司
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
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ら

「小
布
施
組
」
に
お
い
て
穀
屋
が
仲
間
を
構
成
し
、
相
場
立
て
を
行

っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
小
山
家
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
家
が
仲
間
運
営
に
お
い
て
重
要
な
役
割

(「行
司
」
か
)
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
は
確
実
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
G
の
木
箱
自
体
が
当
初
は
T
l

一
を
初
め
と
す

る
穀
屋
仲
間
文
書
を
収
納
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
穀
屋
仲
間

が
共
有
帳
簿
を
持
ち
、
小
山
家
が
帳
簿

の
管
理
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
但
し
残
念
な
が
ら
箱
の
中
身
は
す

っ
か
り
入
れ
替
わ

っ
て
お
り
、
仲
間
に
関

す
る
史
料
は
ほ
か
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。

H
は
木
箱
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
箱

の
蓋
に
は
ペ
ン
書
き
で

「佐
久
間
象
山
関

係
」
、
底
裏
に
は

「信
濃
国
高
井
郡
小
布
施

い
勢
町
穀
屋
平
左
衛
門
」
と
の
墨
書

が
あ
る
。

一
、
四
は
多
く
の
史
料
を
封
筒
乃
至
包
紙
で
く
る
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

内
容
と
し
て
は
佐
久
間
象
山
や
佐
久
間
蝶

(象
山
側
室
)
ら
の
書
簡
、
そ
の
他
漢

詩
文
が
多

い
。
H
も
F
同
様
他

の
書
状
と
区
別
し
て
同
家
で
大
切
に
保
管
、
伝
承

さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。

ー
は
引
き
出
し
状

の
容
器
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
計

一

九
点

の
状
も

の
、
冊
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
年
代
が
判
明
す
る
分
に
つ
い
て
は
、

明
治
三
〇
年
か
ら
昭
和
五
年
頃
ま
で
の
も

の
で
あ
り
、
特
に
大
正
期
に
集
中
し
て

い
る
。
な
お
元
文
年
間

(
一
七
三
六
～
四

一
年
)
以
後

の

「信
州
拾
郡
御
料
私
領

村

々
高
附
帳
」

(五
)
と
天
正

一
〇

(
一
五
八
二
)
年
以
後

の
代
官
名
を
記
し
た

「信
州
中
野
御
陣
屋
御
代
官
附
」

(六
)
が
あ
り
、
と
も
に
後
世
の
写
し
と
考
え
ら

れ
る
が
、
確
定
は

で
き
な
い
。
内
容
に

つ
い
て
は
ほ
か
に
は

「小
供
出
産
見
舞

控
」

(
一
三
)
、
「
不
幸
買
物
帳
」

(
一
四
)
な
ど
家
の
慶
弔
に
関
す
る
も
の
が
多

い
。

J
は
紙
箱
に
小
山
洋
史
氏
が
収
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
箱

の
上
部
に
現
代
の
袋

が
あ
り
、
そ
の
中
の
み
調
査
を
行

っ
た
。
そ
の
下
に
も
多
く
の
近
代
史
料

(封
筒

入
)
が
見
ら
れ
た
が
、
調
査
を
行
う
こ
と
は
し
な
か

っ
た
。
内
容
は
明
治
期
の
横

帳
断
簡
が
多
い
が
、
若
干
の
小
山
熊
之
助
宛
書
簡
や
、
明
治
二
九
年
か
ら
三
八
年

ま
で
の

「皇
大
神
宮
御
神
楽
献
奏
有
志
名
簿
」
が
み
ら
れ
る
。

K
は
そ
も
そ
も
単
位
を
形
成
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
今
回
の
調
査
で
便
宜
的
に

単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
部
で
三
点
あ
り
、
文
政
五
年
、
嘉
永
四

(
一
八
五

一
)
年
、
明
治
二
四
年
の
書
籍
類
な
ど
で
あ
る
。

L
は
行
李
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が

一
紙
文
書
で
あ
る
が
、
帳
簿
類

も
含
ま
れ
、
包
紙
な
ど
で

一
括
し
た
史
料
の
か
た
ま
り
も

い
く

つ
か
み
ら
れ
た
。

古

い
も
の
と
し
て
は
天
明
六

(
一
八
八
六
)
年

「信
州
高
井
郡
小
布
施
村
御
仕
置

五
人
組
帳
前
書
」
(雛
型
)
(九
五
)
や
同
年

「質
物

二
差
置
申
田
地
之
事
」

(八

〇
)
、
寛
政
八
年

「借
用
申
金
子
事
」

(七
三
-
三
)
が
あ
る
が
、
近
世
史
料
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
が

一
九
世
紀
の
も
の
で
あ
る
。
明
治
期
以
後
と
確
認
で
き
る
も

の
は
さ
ほ
ど
な
い
が
、
明
治
二
八
年
ま
で
の
史
料
が
あ
る
。
内
容
は
田
畑
質
入
証

文
や
金
子
借
用
証
文
な
ど
小
山
家
の
経
営
に
関
す
る
も

の
が
多
く
、
な
か
で
も
安

政

五

(
一
八
五
八
)
年

「御
年
貢
御
通
」

(三
三
)
や
慶
応

二
年

「御
年
貢
納

通
」
が
注
目
さ
れ
る
。

M
は
行
李
に
収
納
さ
れ
て
い
た
。
構
造
が
複
雑
な
た
め
こ
こ
で
は
詳
述
は
不
可

能
だ
が
、
M
の
内
容
は
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
戸
長
役
場

関
係
史
料
。
「必
要
書
入
」
な
ど
項
目
ご
と
に
袋
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
が
多

い
。

②
村
会
書
類
関
係
史
料
。
こ
れ
も

「明
治
十
三
年
度
邨
会
書
類
入
」
な
ど
と
し
て

年
度
ご
と
に
袋
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
①
、
②
は
い
ず
れ
も
明
治

一
〇
年
代
を
中

心
と
す
る
。
③
幕
末
か
ら
明
治
に
至
る
小
山
家

の
経
営

(金
融
、
穀
物
売
買
、
酒

造
な
ど
)
に
関
す
る
多
数
の
史
料
。
④

「御
通
市
内
蔵
之
丞
様
」
と
ウ
ハ
書
さ
れ

た
袋
に
い
く

つ
か
史
料
が
あ
る

(三
)。
三
の
な
か
に
は
享
和
三
年
付

の

「金
毘

羅
宮
再
建
勧
進
寄
金
銭
御
預
ケ
通
」
と
題
さ
れ
た
横
半
帳
が
あ
り
、
三
は
本
来
C

の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
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N
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
小
山
洋
史
氏
が
収

納
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
は
明
治
六

年

の

「酒
通
帳
」
に
な
る
。
二
は
古

い
風
呂
敷
に

一
括
し
て
包
ま
れ
て
お
り
、
年

代
の
わ
か
る
も

の
が
多

い
が
、
明
治

一
四
年

か
ら
二
一二
年
に
集
中
し
て
お
り
、
戸

長
役
場
関
係
史
料
と
、
明
治
二
二
年

の
借
用
金
証
が
多
く
、
ま
た
そ
の
他
雑
多
な

も
の
を
含
み
構
造
は
複
雑
で
あ
る
。
三
は
袋
に

一
括
さ
れ
て
お
り
、
明
治

一
五
年

か
ら
昭
和

一
七
年
ま
で
の
借
用
金
関
係
書
類

で
あ
る
。
四
も
袋
に

一
括
さ
れ
、
明

治
二
八
年
か
ら
昭
和

一
八
年
の
家
計
に
関
す
る
書
類
が
多
い
。
五
は
風
呂
敷
に

一

括
さ
れ
て
包
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
や
屏
風
の
写
し
で
あ
る
が
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

N
は
元
来
別
個
に
存
在
し
た
も
の
を
小
山
氏
が
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
個
々
の
史

料
組
織
に

つ
い
て
は
最
初
か
ら
形
成
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

O
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
小
山
氏
が
入
れ
た
書
籍
類
が
主
で
あ
り
、
明
治
期
の
も

の
が
多
い
が
、
近
世
の
も
の
も
あ
り
、
下
限
は
大
正

一
五
年
で
あ
る
。
ま
た
安
永

九
年
検
地
帳
を
文
政
六
年
に
小
山
家
の
側
で
写
し
た
竪
冊
が
五
点
存
在
す
る

(二

二
～
二
六
)
◎

P
は
紙
箱
に
小
山
氏
が
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
の
小
布
施
村
の
絵
図

一
二

点
で
あ
る
。
年
代
は
不
明
だ
が
、
小
山
家
初
代
の
久
四
郎
の
名
前
が
確
認
で
き
、

0
で
述
べ
た
安
永
検
地
帳
の
写
し
と
内
容
が
対
応
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

Q
は
行
李
に
収
納
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
史
料
細
胞
が

一
紙
文
書

(封
筒
入
、
包
紙
入
含
む
)
だ
が
、
更
に
そ

の
う
ち
の
大
部
分
は
い
く

つ
か
の
袋

や
封
筒
な
ど
に
分
け
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
年
代
は
上
限
が
慶
応
四
年
、
下
限
が

明
治
三

一
年
だ
が
、
主
に
明
治

一
〇
年
代
、
二
〇
年
代
に
集
中
し
て
い
る
。
内
容

は
明
治

一
入
年

の
醤
油
営
業
廃
業
願
書

(二
八
)
の
よ
う
な
小
山
家

の
経
営
に
関

わ
る
も

の
も
若
干
混
じ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
戸
長
役
場
関
係
史
料
で
あ
る
。
但
し

そ
の
内
訳
は
多
岐
に
わ
た
り
、
詳
細
の
説
明
は
他
の
機
会
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
な
お

こ
の
単
位
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
史
料
作
成
時
よ
り
か
な
り
後

で
あ
る

可
能
性
も
あ
り
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

R
は
紙
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
状
も
の
、
冊
も
の
が
多

い
が
、

一
と
三
〇
は
そ
れ
ぞ
れ
袋
、
封
筒
に
多
く
の
史
料
を

一
括
し
た
も

の
で
あ
る
。
年

代
は
判
明
す
る
分
で
明
治
九
年
、

一
〇
年
、
昭
和

一
〇
年

の
も
の
が

一
点
ず

つ
と
、

年
代
不
明
だ
が
小
山
熊
之
助

(明
治
九
年
没
)
に
宛
て
た
書
状
な
ど
古

い
も
の
が

存
在
す
る
ほ
か
は
、
明
治

一
八
年
か
ら
大
正

一
〇
年
の
範
囲
で
あ
り
、
明
治
三
〇

年
代
、
大
正
年
間
の
史
料
の
比
重
が
大
き
い
。
内
容
は
雑
多
だ
が
、
金
融
関
係
に

関
す
る
も
の
が
多
い
。

S
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
小
山
氏
が
収
納
し
た
も
の
で
あ
り
、
状
も
の
、
冊
も
の

が
多

い
。
概
ね
近
世
か
ら
明
治
期
の
金
融
関
係
史
料
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
小

山
家
の
経
営
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
お
り
、
系
統
だ

っ

た
も
の
で
は
な

い
。
但
し

一
〇
は
宝
暦
元

(
一
七
五

一
)
年

「質
物

二
指
置
申
田

手
形
之
事
」

(
一
〇
1
四
〇
)
か
ら
明
治
三
〇
年

「家
借
用
証
」
(
一
〇
ー
二
六
)

ま
で
の
い
ず
れ
も
広

い
意
味
で
金
銭
貸
借
に
関
す
る
史
料
を
新
聞
紙
で
く
る
ん
だ

も
の
で
あ
り
、
新
聞
紙
が
昭
和
七
年
付
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
小

山
家
で
金
銭
貸
借
関
係
に
関
す
る
史
料
が
整
理
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
詳

細
は
略
す
が
袋
に

一
括
さ
れ
た
九
も
ほ
ぼ
同
様
の
可
能
性
を
持

つ
。
な
お
こ
の
宝

暦
期

の
手
形

の
宛
先
は

「伊
勢
町
文
右
衛
門
」
と
あ
り
、
文
右
衛
門
が
小
山
家
分

(4

V

立
以
前

の
当
主

(例
え
ば
久
四
郎
父
)
だ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ほ
か
の
近
世
史

料
は

一
九
世
紀

の
も
の
だ
が
、
な
か
で
も
特
に
興
味
深
い
の
は
文
化
九
年
七
月
付

の

「仲
問
定
書
」
と
い
う
穀
屋
仲
間
の
議
定
で
あ
り
、
縦
五

一
セ
ン
チ
、
横
六
七

セ
ン
チ
と
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
作
成
者
は

「穀
屋
仲
間
行
司
」
と
あ
り
、
先
述

の
T
l

一

「諸
相
場
控
帳
」

の
作
成
に
関
わ

っ
た
小
布
施
組
穀
屋
仲
聞
を
指
す
可

能
性
が
高
い
。
い
ず
れ
内
容
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

T
は
行
李
に
収
納
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
他
の
行
李
が
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
な
の
に
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対
し
て
こ
ち
ら
は
ひ
と
ま
わ
り
大
き
い
。
状
も
の
が
多
い
が
、
T
の
多
く
は
封
筒

な
ど
で
複
数
の
史
料
組
織
と
し
て
ま
と
ま

っ
て
い
る
。
T
は
近
世
の
史
料
が
非
常

に
多
く
、
そ
の
時
期
は
概
ね
、
寛
政
七

(
一
七
九
五
)
年
か
ら
あ
と
の
も
の
だ
が

(近
代
の
下
限
は
明
治
三

一
年
)
、
小
山
家
文
書
全
体
で
も

一
七
世
紀
の
年
号
記
載

を
持

つ
も
の
と
し
て
た
だ

一
つ
、
寛
文

二

(
一
六
六
二
)
年
付

の
史
料

(
一
〇

五
)
の
存
在
が
目
を
引
く
。
こ
の
史
料
は
小
さ
な
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
箱

に
は
縄
が
巻
か
れ
て
い
た
。
ま
た
箱
に
は
墨
書
が
認
め
ら
れ
た
が
判
読
は
不
可
能

で
あ

っ
た
。
史
料
の
全
文
を
掲
げ
る
と
次
の
と
お
り
に
な
る
。

(閾
字
)

一

従

御
先
代
、
庄
屋
役
相
勤
、
新
田
開
発
為
御
褒
美
、
居
村
高
内

百
石
諸
役
御
抜
、
他
出
之
節

ハ
名
字
帯
刀
御
免
、
馬

一
疋
被
下
置
、
其
節

(閥
字
V

支
配
相
届
、
隣
国
迄

御
支
配
之
儀
見
立
次
第
可
申
上
段
被
仰
渡
候
、

古
書
引
替
傍
而
如
件

寛
文
弐
年

五
月
三
日

早
志
治
右
衛
門
㊥

秋
山
五
左
衛
門
㊥

六
川
村
庄
屋

窪
田
吉
左
衛
門
殿

寛
文
二
年
当
時
六
川
村
は
甲
府
藩
領
で
あ
り
、
こ
の
史
料
は
恐
ら
く
当
時
の
六
川

村
庄
屋
に
対
し
て
藩
の
役
人

(名
前
は
他
の
史
料
で
は
未
確
認
)
か
ら
役
儀
勤
め

の
褒
美
を
与
え
た
文
書
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
問
題
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
史
料
が
小

山
家
に
残
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
正
文
で
あ
る
か
否
か
も
現
時

点
で
は
判
断
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
ほ
か

T
の
概
要

と
し
て
は
近
世
分
は
奉
公
人
請
状
、
先
述
し
た
T
l

一
を
含
む
穀
物
売
買
関
係
史

料
、
金
子
借
用
関
係
証
、
近
代
の
分
は
蚕
種
製
造
関
係
史
料
、
が
目
立
ち
、
そ
の

他
様
々
な
内
容
の
も
の
が
混
じ
る
。
そ

の
う
ち
近
世
分
に
つ
い
て
は
、
東
江
部
村

山
田
庄
左
衛
門
家
か
ら
小
山
家
が
籾
を
購
入
し
た
際
の
代
金
受
取

「覚
」
が
文
政

期
の
分
を
中
心
に
多
く
存
在
し
て
お
り

(三
六
ー
七
)、
小
山
家
が
山
田
家

の
恒

常
的
な
籾
売
却
先
の

一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
注
目
さ
れ
る
。
以
上

T
に

つ
い
て
は
雑
多
な
が
ら
も
戸
長
役
場
関
係
史
料
な
ど
公
的
な
も
の
は
な
く
、
小
山

家
の
私
的
史
料
に
特
化
し
て
い
る
の
が
全
体
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

U
は
紙
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
年
代
の
判
明
す
る
分
に
つ
い
て

は
文
政
一
三

(
一
八
三
〇
)
年
か
ら
昭
和

一
六
年
ま
で
の
書
籍
類
で
あ
る
。

V
に
つ
い
て
は
漢
詩
文
、
書
簡
類
が
主
で
あ
り
、
絵
画
類
と
同
じ
箱
に
入

っ
て

い
た
が
、
こ
れ
ら
は
内
容
の
関
連
性
を
持

つ
可
能
性
が
あ
り
、
我
々
の
力
で
は
絵

画
類
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
、
目
録
作
成
以
下

の
作
業
に
つ
い
て
は
今
回
は
差
し
控
え
た
。

以
上
小
山
家
文
書
を
単
位
ご
と
に
概
観
し
て
み
た
。
小
山
家
文
書
の
構
造
が
極

め
て
複
雑
で
あ
る
た
め
、
個
々
の
史
料
の
総
点
数
を
正
確
に
勘
定
す
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
り
、
ま
た
さ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な

い
が
、
我
々
の

調
査
で
は
お
よ
そ
二
五
〇
〇
点
前
後
の
史
料
細
胞
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち

T

l

一
〇
五
を
除
け
ば
、

一
八
世
紀
中
頃
、
す
な
わ
ち
初
代
久
四
郎
や
あ
る
い
は
そ

の
先
代
の
時
期
か
ら
後
の
史
料
が
存
在
し
、
二
代
目
当
主
で
あ
る
平
左
衛
門
の
活

躍
し
た
寛
政
期

(
一
七
八
九
～

一
八
〇

一
年
)
あ
た
り
か
ら
そ
の
量
が
増
え
る
。

史
料
の
内
容
は
経
営
、
金
融
、
政
治
、
講
、
書
簡
、
書
籍
や
家
関
連
の
史
料
な
ど

公
私
幅
広

い
分
野
に
わ
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
整
理
が
体
系
的

に
な
さ
れ
た
形
跡
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
時
期
ご
と
、
分
野
ご
と
に
ま

と
ま

っ
た
単
位
が
あ
る
場
合
で
も
、
C
な
ど

一
部
を
除

い
て
多
分
に
偶
然
性
の
強

い
も
の
だ
と
判
断
し
た
ほ
う
が
よ
り
真
実
に
近

い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
組
織
ご
と

に
み
た
場
合
、
S
l
九
、

一
〇
の
形
成
は
整
理
の
結
果
に
よ
る
可
能
性
が
あ
り
、

ま
た
A
の
無
尽
関
係
史
料
や
、
戸
長
役
場
関
係
な
ど
政
治
に
関
す
る
史
料
に
つ
い

て
は
、
当
初
か
ら
整
理
の
意
図
を
も

っ
て
分
類
、
袋
詰
め
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
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大
き

い
。

一
方
家
の
経
営
史
料
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が

一
紙
文
書
で
あ
り
、
帳

簿
類
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
総

じ
て
講
関
係
史
料
や
戸
長
役
場
関
係

史
料
よ
り
も
経
営
史
料
の
方
が
整
理
を
う
け
て
お
ら
ず
、
小
山
家
文
書
が
火
災
の

被
害
を
蒙

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
経
営
史
料
に
お
い
て
最
も
甚
だ
し

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
な
か
に
あ

っ
て
、
F
、
H
、

そ
し
て
今
回
不
十
分
な
調
査
し
か
で
き
な
か

っ
た
が
V
な
ど
、
文
化
人
の
書
簡
や

小
山
家
当
主
ら
に
よ
る
書
画
類
が
単
位
と
し
て
分
類
さ
れ
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
特
に
書
簡
に

つ
い
て
は
、
他
に
も
多
く
の
書
状
が

存
在
す
る
な
か
で
、

一
部
の
人
々
に
つ
い
て
は
人
名
ご
と
に
組
織
と
し
て
分
類
さ

れ
保
管
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
小
山
家
が

こ
れ
ら
の
人
々
と
の
関
係
を
重
要
な

も
の
と
認
識
し
て
き
た
こ
と
が
覗
わ
れ
る
。
史
料
の
伝
来
過
程
や
そ
れ
に
小
山
家

自
身
が
い
か
に
主
体
的
に
関
わ

っ
て
き
た
か
と
い
う
点
は
、
今
後
更
に
詳
し
く
追

究
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
小
山
家
の
概
要

さ
て
以
下
で
は
、
小
山
家
の
概
要
に
つ
い
て
、
今
回
の
史
料
調
査
を
通
し
て
初

め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
主
な
点
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。

家
系

近
世
の
部
分
を
み
る
と
、
文
化
か
ら
天
保
に
か
け
て

「小
山
清
作
」
或

い

は

「
こ
く
や
清
作
」
な
る
入
物
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
「清
作
」
に
つ
い
て
、

小
山
家
の
系
図
を
作
成
し
た
土
屋
寅
之
助
氏

は
、
過
去
帳
の
分
析
か
ら

「当
時
住

込
の
奉
公
入
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
説
を
立
て
て
い
る
が
、
文
化
四
年

付
の
史
料
c
-
三
ー
四
で
は
二
代
目
平
左
衛

門
が

「私
停
清
作
」
を
他
所

へ
籾
の

催
促
に
遣
わ
し
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
清
作
は
平
左
衛
門
の
子

供
、
恐
ら
く
三
代
目
平
左
衛
門
の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。
清
作
は
穀
物
売
買
関
係
の
史
料
に
何
度
か
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の

小
山
家
の
経
営
に
深
く
関
わ

っ
た
入
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
小

山
家
は
奉
公
人
を
雇
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
奉
公
人
請
状
か
ら
確
認
さ
れ

(
T

l
二
九
)、
小
山
家

の
経
営
は
こ
の
よ
う
に
親
子
や
兄
弟
ど
う
し
で
仕
事
を
分
担

し
、
奉
公
人
を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
明
治
に
な

っ
て
も
系
図
に
登
場
し
な
い
親
族
が
多
く
の
史
料
に
何
人
も
登
場
し
、

そ
れ
ら
を
詳
細
に
み
れ
ば
小
山
家
の
家
族
の
変
遷
過
程
と
経
営
と
の
関
係
が
復
元

で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

経
営

従
来
小
山
家
で
は
穀
物
の
売
買
、
そ
れ
に
味
噌
醸
造
を
行

っ
て
い
た
こ
と

が
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
文
政
四
年

「判
取
」

(C
i

一
二
九
)

や
天
保
元
年

「寅
極
月
書
出
」

(C
l
七
三
)
に
よ
れ
ば
、
同
家
は
沓
野
村
や
中

野
村
な
ど
に
醤
油
、
溜
、
酢
を
小
売
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
明
治
九
年

「心
の
覚
」
(M
I
三
二
)
に
よ
れ
ば
、
同
家
が
当
時
酒
造
業
を
営
み
長
野
県
か
ら

製
酒

一
〇
〇
石
の
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
小
布
施
村
お
よ
び
周
辺
村
々
の
酒

造
家

の
中
で

「酒
造
世
話
役
」
の
地
位
に
あ

っ
た
こ
と
、
が
わ
か
る
が
、
更
に

「借
用
申

一
冊
之
事
」
(B
-
六
)
に
よ
る
と
、
同
家
は
明
治
元
年
に
隣
村
の
福
原

村
団
右
衛
門
に
酒
造
鑑
札

(松
代
藩
発
行
か
)
を
貸
し
て
お
り
、
こ
の
時
期

一
貫

し
て
酒
造
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
明
治
三
年
当
時
絞
油
業

を
営
む

(B
l

一
五
)
な
ど
、
同
家
は
近
世
か
ら
近
代
に
わ
た

っ
て
穀
物
売
買
に

関
わ
る
多
様
な
商
工
業
に
携
わ

っ
て
い
た
と

い
え
る
。
そ
の
他
の
経
営
と
し
て
は
、

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
同
家
が
多
く
の
土
地
を
質
地
と
し
て
取
得
し
小
作
地
経

営
を
行

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
明
治
に
入

っ
て
こ
の
地
で
盛
ん
で
あ

っ
た
蚕
種
製

造
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
多
く
の
史
料
か
ら
覗
え
る
。
そ
れ
ら
の
経

営
規
模
に
つ
い
て
は
各
史
料
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
明
ら
か

と
な
る
が
、
以
上
の
多
様
な
経
営
を
行
う
に
は
相
応
の
資
本
が
必
要
で
あ
り
、
小
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山
家
が
小
布
施
村
に
お
い
て
有
力
な
経
営
を
行
う
家
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。

政
治

『上
高
井
郡
誌
』
や

『小
布
施
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
小
山
岩
治
郎
が
小
布

施
村
戸
長
に
就
任
し
た
時
期
は
明
治

一
二
年
六
月
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て

は
記
載
が
な

い
。
小
山
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
岩
治
郎
は
そ
の
あ
と
継
続
的
に
戸
長

を
勤
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
連
合
戸
長
役
場
制
実
施
直
前
の
明
治

一
七
年

一
二

月
付
史
料

で
も
確
認
で
き
る

(Q
l
四
〇
)
。
翌

一
八
年
三
月
、
同
制
度
施
行
に

よ

っ
て
、
小
布
施
村
他
五
ヵ
村
の
戸
長

に
高
井
辰
二
が
就
任
し
た
が
、
こ
の
時
岩

治
郎
は
上
高
井
郡
役
所
よ
り
戸
長
役
場
筆
生
に
任
じ
ら
れ

(M
ー
四
-
四
)、
市

町
村
制
施
行
半
年
後

の
同
二
二
年
九
月
、
同
郡
役
所
よ
り
在
職
中
筆
生
事
務
勉
励

に
つ
き
賞
与
を
受
け
て
お
り

(M
ー
五
ー
二
)
、
連
合
戸
長
役
場
制
の
問
ず

っ
と

筆
生
の
職
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

小
山
家
文
書
を
み
る
と
、
公
私
両
面
に
わ
た
る
様

々
な
分
野
で
、
小
布
施
村
や

近
隣
諸
村
、
諸
都
市
の
家

々
が
多
く
登
場
し
、
小
山
家
が
そ
れ
ら
の
家

々
と
商
売
、

金
融
、
政
治
、
祭
祀
な
ど
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
が
覗
え
る
。
そ
の
中
に
は
詳
述
は
避
け
た
が
、
い
わ
ゆ
る
豪
農

・
豪
商
と
呼
ん

で
差
し
支
え
な
い
ク
ラ
ス
の
者
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
単

体
で
は
前
述
高
井
家
、
山
田
家
、
田
中
家
ほ
ど
の
群
を
抜
い
た
影
響
力
を
個
別
に

持

つ
こ
と
は
な
く
と
も
、
互

い
に
深
く
結
び

つ
き
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
総
体
と
し

て
地
域
社
会
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小

山
家
文
書
は
こ
の
よ
う
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
復
元
す
る

上
で
格
好
の
素
材
で
あ
り
、
個
々
の
史
料
を
抜
き
出
し
て
分
析
す
る
だ
け
で
な
く
、

(文
化
関
係
史
料
も
含
め
)
包
括
的
に
目
配
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
そ
の

復
元
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
小
布
施
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
方
に
は
、
そ
れ

ら
の
家
々
に
つ
い
て
ま
だ
小
山
家
同
様
未
発
掘
の
史
料
が
眠

っ
て
い
る
可
能
性
が

高
く
、
今
回
の
我
々
の
活
動
が
今
後
の
史
料
調
査

・
研
究
に
つ
い
て
指
針
と
な
れ

ば
幸

い
で
あ
る
。

註(1
)

以
下
こ
と

わ
り
の
な

い
限
り

、
小
布

施
村
に
関
す

る

デ
ー

タ
は

『角

川
日
本
地
名

大
辞
典

二
〇

長
野
県
』

(角
川
書
店

、

一
九

九
〇
年

)
、

『日
本
歴
史
地
名

大
系
第

二

〇
巻

長
野
県

の
地
名
』

(平
凡
社

、

一
九

七
九
年

)
に
よ
る
。

(2
)

久
保

田

一
洋

氏
は
土
屋
氏

が
小

山
家

に
お

い
て
系

図
を
ま
と

め
る
際
、
小
山
岩
治

郎

と
文

化
人
、
芸
術
活
動
と

の
関
わ
り

に

つ
い
て
ま

と
め
た
論
文
を

提
供
し

て

い
る
。

ま
た
畔
上
柊

子
氏
は

「
穀
屋
小

山
岩

治
郎
」

(
『栗

の
詩
』

一
六
号
、
ひ

い
ら
ぎ
書

房
、

一
九
九
六
年
)

に
お

い
て
岩
治
郎

に
関
す

る
詳

細
な
年
譜
を
作
成

し

て
い
る
。
畔

上

氏

の
論
考
に

つ
い
て
は

「
十
八
屋
小
山
文
右
衛
門
」

(同

一
五
号
、
同
年
)
も
参

照
さ

れ
た

い
。

(
3
)

今

回

の
調
査
方

法

に

つ
い
て
は
、
吉

田
伸

之

・
芦

田
伸

一

「
現
状

記
録
論

を

め

ぐ

っ
て
」

(吉

田
伸

之

・
渡
辺
尚
志
編

『近

世
房
総
地

域
史
研
究
』
、
東
京

大
学
出

版

会
、

一
九
九

三
年

)
を
参
考

に
し
て
お
り
、
本
報
告

で
史
料
群

の
構

成
要
素
を
指

し

示
す
呼
称

は
同
論
文

の
議
論

に
基
づ

い
た

も

の
で
あ

る
。
以
下
解
説
し

て
お
く
と
、

小
山
家
文
書

の
よ
う

な
史
料
群

は
複

数

の
容
器

や
か
た
ま
り

な
ど

の
グ

ル
ー
プ
か
ら

構
成

さ
れ
て

い
る
の
が
普

通

で
あ
り
、

そ
の

一
つ

一
つ
を
史
料
単
位

と
呼

ぶ
。
史
料

単
位
を
分
解

し

つ
く
す
と
、
状
も

の
や
冊
も

の
と

い

っ
た
個

別

の
文
書

や
記

録
に
ゆ

き
あ
た

る
。
そ

の
よ
う

に

こ
れ

以
上
分
解

で
き

な

い
最
小
単

位
を
史
料
細
胞

と
呼

ぶ
。

但
し
実
際

に
は
、
史

料
単
位
は
史

料
細
胞

の
み
か
ら
直
接
構

成
さ
れ

て

い
る
よ
り
も
、
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括
り
紐

や
包
紙
な
ど

で

一
括
さ

れ
た
、
何

ら
か

の
小

さ
な
グ

ル
ー
プ

や
か
た
ま
り
を

伴
う
場
合

が
多
く
、
そ

の
よ
う
な
史
料

細
胞
に
よ

る
中
間
的
な
意
味

の
ま
と
ま
り
を

、

史
料

組
織

と
呼

ぶ
。
史
料

単
位
よ
り
も

史
料
組
織

の
方

が
史
料

の
原
秩
序

や
そ

れ
に

近

い
状
態

を
よ
り
強
く
残
す
こ
と
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

な
お
久

四
郎

の
弟
で
小
山
本
家

(十
八
屋
)
を
継

い
だ
紋
左
衛

門

の
次

の
当
主

が

文
右

衛
門
で
あ
る
。

[付
記
]

こ

の
文
章
は
今
回

の
調
査

の
実
質
的
な
責
任
者

で
あ

る
多
和

田
に
よ

っ
て
執

筆

さ
れ
た
。
小
山
家

文
書
は
あ
く

ま

で
も
個

人

の
お
宅

の
も

の
で
あ
り
、
そ

の
情
報

が

ど

の
よ
う
な
形

で
公
開
さ

れ
る

の
が
望
ま

し

い
の
か

に

つ
い
て
は
、
今
後
時

間
を
か

け

て
議
論
を
重

ね
て

い
く

べ
き
問
題

で
あ

る
と
考
え

る
。

同
家

文
書
に
関
す

る
問

い

合
わ
せ

が
も

し
あ
れ
ば
、
多

和
田

の
方

に
連
絡
し

て

い
た
だ
く

こ
と
を

望
む
。
な
お

史
料
目
録

に
つ

い
て
は
東
京
大
学

日
本
史
学
研
究
室

に
配
架
す

る
予
定

で
あ

る
。

ま
た
本
調
査

の
参
加
者

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

第

一
回

(
一
九

九
八
年

九
月
)

海

原
亮

・
木
村

直
樹

・
多
和

田
雅

保

・

牧
原
成
征

第

二
回

(
一
九

九
八
年
一
一

月
)

神

田
由

築

・
木
村

直
樹

・
多
和

田
雅

保

・
朴
澤
直
秀

第

三
回

(
一
九
九
九

年

二
月
)

後

藤
雅
知

・
多

和

田
雅
保

・
西
端

真
理

子

・
朴
澤
直
秀

・
牧

原
成
征

第

四

回

(
一
九
九
九

年
九

月
)

上
田
純

子

・
海
原

亮

・
木
村

直
樹

・
高

柳
東
花

・
多

和
田
雅
保

・
西
端
真
理
子

今

回

の
調
査

に
関
し

て
は
、
小

山
洋
史
様
、
ご
家

族

の
皆
様
、
小
山

鶴
吉
様

に
大

変

お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
お
礼
申
上
げ
ま
す
。
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